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仙台市政だより　１.５. 1

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入 お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

間違えやすい有毒植物にご注意！
　有毒植物による食中毒が多発しています。食用と間違
えないよう十分に注意しましょう。
◆山菜採りの心構え
●知らない山菜は採らない、食べない、人にあげない、
売らない　●１本ずつ確認して採る
◆庭や畑の植物にも注意
●野菜と観賞用の植物を近くで栽培しない　●食用の植
物だと思っても、植えた覚えのない植物は食べない
◆間違えやすい植物の例

有毒 食用
スイセン ニラ、ノビル、タマネギ

イヌサフラン ギョウジャニンニク、ギボウシ、ジャガ
イモ、タマネギ

ドクゼリ セリ、ワサビ
バイケイソウ類（コバ
イケイソウなど）

オオバギボウシ（ウルイ）、ギョウジャニ
ンニク

トリカブト モミジガサ（シドケ）、ニリンソウ

◆有毒植物を食べてしまったときは
●一刻も早く吐き出す　●直ちに医師の治療を受ける　
※区役所衛生課で山菜と有毒植物に関するパンフレット
を配布しているほか、市ホームページでもご覧いただけ
ます

問区役所衛生課（☎は９ページ）

仙台市政だより　１.５. 1

税のお知らせ
■軽自動車税の納税通知書を発送します
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されま
す。平成31年度の納税通知書は、５月10日に発送し
ます。お近くの金融機関などで５月31日までに納め
てください。口座振替をご利用の方は５月31日に振
り替えになります。生活保護を受けている方や障害の
ある方が所有している軽自動車等は減免の対象となる
場合があります。減免を受けるためには、５月14日
～31日の間に申請が必要です。要件など詳しくはお
問い合わせください。
問納税通知書や減免については市民税企画課☎214･8
625、納付については収納管理課☎214･1010
■平成31年度の市県民税課税（非課税）証明書（所
得証明）を発行します
　平成31年１月１日現在お住まいの市町村で発行し
ます。平成31年度分の発行開始日については、次の
とおりです。

※次の条件のいずれにも当てはまる配偶者については、
市県民税課税（非課税）証明書を取得する際に、市県
民税の申告が必要となる場合があります
●前年の合計所得金額が1,000万円（収入金額がおお
むね1,220万円）を超える納税義務者に扶養されてい
る方
●前年の合計所得金額が38万円（収入金額がおおむ
ね103万円）以下の方　
問証明については税制課☎214･8622、区役所税務会
計課、総合支所税務住民課（☎は９ページ）、申告に
ついては市民税課【青葉区・泉区】☎214･8637、【宮
城野区・若林区・太白区】☎214･8638
■給与所得者の市県民税の特別徴収を推進しています
　市では、法令順守と給与所得者の納税の利便性向上
の観点から、宮城県などと連携して、特別徴収未実施
の事業主に対し、実施を促す取り組みを推進していま
す。本年度新たに特別徴収を実施することになった事
業主には、５月14日に特別徴収税額通知書をお送り
しますので、毎月の給与からの市県民税の引き落とし
をお願いします。
問市民税課☎214･1009

対象 発行場所 発行開始日
給与から市県民税を差し
引かれる方（給与特別徴
収）、非課税の方

窓口 5/15
コンビニ交付サービス 5/19

納税通知書で納める方（普
通徴収）、年金から市県民
税を差し引かれる方（年
金特別徴収）

窓口
6/7

コンビニ交付サービス

保
健
･
福
祉

し
ご
と

５
月
１
日
か
ら
不
正
大
麻
・
け

し
撲
滅
運
動
期
間
で
す

　
後
を
絶
た
な
い
薬
物
事
犯
を
防
止

す
る
た
め
に
、
大
麻
・
け
し
の
不
正

栽
培
や
自
生
を
見
つ
け
た
ら
、
情
報

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
健
康
安
全
課
☎
214
・
8
０
８
４

消
費
生
活
の
向
上
を
図
る
た
め

の
活
動
を
支
援
し
ま
す　

 

　
市
民
団
体
が
行
う
消
費
生
活
の
安

定
お
よ
び
向
上
を
図
る
事
業
に
対
し

補
助
し
ま
す
。

◦
対
象
団
体‖

市
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
し
、
市
民
の
消
費
生
活
の
安

定
お
よ
び
向
上
を
図
る
た
め
の
活
動

を
行
う
団
体　
◦
対
象
事
業

‖

広
く

市
民
の
消
費
生
活
向
上
を
図
る
事
業
、

消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
を
目
指
す

事
業　
◦
補
助
額‖

上
限
30
万
円

（
事
業
内
容
に
よ
り
補
助
額
を
決
定

し
ま
す
）　
◦
応
募
期
限‖

５
月
24

日
（
必
着
）　
◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
☎
268
・
７
０
４
０

「
生
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
」

地
域
団
体
向
け
出
前
講
座
を
行

っ
て
い
ま
す

◦
期
間‖

５
月
～
９
月　
◦
対
象‖

お
お
む
ね
10
人
以
上
の
参
加
が
見
込

ま
れ
る
町
内
会
等
の
地
域
団
体
10
団

体
〔
先
着
〕　
◦
会
場
は
各
団
体
が

準
備　
◦
希
望
者
に
は
、
段
ボ
ー
ル

箱
を
使
っ
て
堆
肥
化
を
実
践
で
き
る

材
料
セ
ッ
ト
を
差
し
上
げ
ま
す　
申

５
月
８
日
午
前
10
時
か
ら
電
話
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
（
申
込
時

の
必
要
事
項
と
堆
肥
化
セ
ッ
ト
の
希

望
の
有
無
を
記
入
）
で
家
庭
ご
み
減

量
課
☎
214
・
8
2
2
9
、
℻
214
・
８

２
７
７
、
E
メ
ー
ルkan007220

@
city.sendai.jp

環
境
に
関
す
る
講
座
を
行
う
団

体
に
、
講
師
の
紹
介
や
講
師
料

の
支
援
を
行
い
ま
す 

◦
受
付
期
間‖

５
月
～
12
月　
◦
対

象‖

市
内
の
町
内
会
や
社
会
学
級
な

ど
70
団
体
程
度
〔
先
着
〕　
◦
申
請

方
法
等
詳
し
く
は
、
市
役
所
本
庁
舎

１
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
区
役

所
・
宮
城
総
合
支
所
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
、
秋
保
総
合
支
所
総
務
課
な
ど

で
配
布
す
る
「
環
境
出
前
講
座
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い　
問
環
境
共
生
課
☎
214
・
０
０
０

７国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る
申

告
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
世
帯
の
所
得
が
基
準
以
下
で
あ
る

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
前
年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
て

い
る
世
帯
で
、
平
成
30
年
中
の
所
得

を
把
握
で
き
な
い
場
合
は
、
５
月
中

旬
に
「
国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る

申
告
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

５
月
28
日
ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

６
月
１
日
か
ら
７
日
は
H
I
V

検
査
普
及
週
間
で
す

　
エ
イ
ズ
・
性
感
染
症
に
関
す
る
検

査
・
相
談
を
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

◦
過
去
に
梅
毒
の
治
療
歴
が
あ
る
方

は
、
①
②
の
即
日
検
査
で
は
陽
性
と

判
定
さ
れ
ま
す
。
各
区
役
所
で
平
日

に
実
施
し
て
い
る
梅
毒
通
常
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い　
申
①
直
接
会
場

へ
②
③
検
査
日
の
１
カ
月
前
か
ら
前

日
ま
で
の
平
日
午
後
１
時
～
４
時
に

検
査

日
時

会
場
定
員

検
査
結
果

①エイズ・梅毒
即日検査会

6/1㈯
13:00～17:00

青葉区役所

―

採血後約１時間ほどでお知らせし
ます（判定保留の場合は、後日お知
らせします）

②アエル夜間検査
ーエイズ・梅毒
即日検査

6/14㈮・28㈮
17:00～19:00

アエル６階

各30人〔先着〕

③夜間エイズ・梅
毒・クラミジア

検査

6/6㈭
17:30～19:00

青葉区役所

35人〔先着〕

後日直接本人に
お知らせします

予
約
専
用
電
話
☎
090
・
4
4
7
8
・

４
６
４
１
で
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
申
し
込
め
ま
す　
問
健
康
安
全

課
☎
214
・
８
０
２
９

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
診
受

診
券
を
送
付
し
ま
す

◦
受
診
期
間‖

６
月
１
日
㈯
～
９
月

30
日
㈪
、
令
和
２
年
１
月
４
日
㈯
～

31
日
㈮　
◦
対
象‖

国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
40
歳
～
74
歳
（
令

和
２
年
３
月
31
日
現
在
）
の
方　
◦

対
象
と
な
る
方
に
は
５
月
下
旬
に
受

診
券
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の
登
録

医
療
機
関
名
簿
に
よ
り
、
受
診
し
て

く
だ
さ
い　
◦
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方
や
35
歳
～
39

歳
（
令
和
２
年
３
月
31
日
現
在
）
の

方
は
、
７
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
基

礎
健
診
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
し
込

み
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家
庭
健
康

課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課（
☎
は

９
ペ
ー
ジ
）

退
職
し
た
と
き
は
国
民
年
金
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　
20
歳
～
59
歳
の
方
は
、
退
職
に
よ

り
厚
生
年
金
の
資
格
が
無
く
な
っ
た

と
き
に
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続

き
が
必
要
で
す
。
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
の
方
も
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。 

問
区
役
所
･
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

フ
ッ
化
物
歯
面
塗
布　
　
　
　

　
６
月
４
日
～
10
日
の
「
歯
と
口
の

健
康
週
間
」
に
ち
な
み
、
歯
と
口
の

健
康
に
つ
い
て
情
報
を
お
伝
え
す
る

催
し
「
市
民
の
つ
ど
い
」
で
、
乳
幼

児
を
対
象
と
し
た
フ
ッ
化
物
歯
面
塗

布
を
実
施
し
ま
す
。

◦
日
時‖

６
月
８
日
㈯
午
後
０
時
半

～
４
時　
◦
会
場‖

宮
城
・
仙
台
口こ
う

腔く
う
保
健
セ
ン
タ
ー
（
青
葉
区
国
分
町

１│

５│

１
）

　

◦
対
象‖

８
カ
月

～
２
歳
児
100
人
〔
抽
選
〕　
申
往
復

は
が
き
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と
子

ど
も
の
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、
年
齢

（
月
齢
）
を
記
入
し
て
５
月
20
日

（
必
着
）
ま
で
に　
申
・
問
〒
980│

8671
健
康
政
策
課
☎
214
・
３
８
９
４

仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事
業

の
お
知
ら
せ

入
会
説
明
会

　
子
ど
も
を
預
け
た
い
方
（
利
用
時

間
に
応
じ
た
費
用
が
か
か
り
ま
す
）

と
、
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
方
が
対

象
の
説
明
会
で
す
。

◦
日
時‖

６
月
８
日
㈯
午
前
10
時
～

11
時
15
分　
◦
会
場‖

市
役
所
本
庁

舎
８
階
ホ
ー
ル　
◦
託
児
有
り
（
１

歳
～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し
込
み
）

申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
参
加
者

の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託
児
希
望
の

方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年
齢
も
記

入
）
で

協
力
会
員
募
集

　
子
ど
も
を
預
か
る
子
育
て
支
援
活

動
に
参
加
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
健
康

な
20
歳
以
上
の
方
で
、
入
会
説
明
会
、

面
接
お
よ
び
講
習
会
を
受
講
で
き
る

方
。
資
格
は
不
要
で
す　
◦
活
動
内

容‖

保
育
施
設
へ
の
送
迎
や
そ
の
前

後
の
預
か
り
等　
◦
報
酬
有
り　
◦

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
い
ず
れ
も
申
・
問
仙
台
す
く
す
く

サ
ポ
ー
ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０

０
１
、
℻
214
・
8
6
1
0

個
人
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
研

修
　
市
の
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務

を
受
託
す
る
予
定
の
あ
る
事
業
者
の

個
人
情
報
保
護
責
任
者
を
対
象
に
し

た
研
修
で
す
（
受
講
は
外
部
委
託
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。

◦
日
時‖

５
月
27
日
㈪
午
後
１
時
半

～
５
時　
◦
会
場‖

野
村
不
動
産
仙

台
青
葉
通
ビ
ル
（
青
葉
区
中
央
３│

２│

23│

６
階
）　
◦
定
員‖

30
人

〔
先
着
〕。
１
社
に
つ
き
２
人
ま
で　

申
５
月
13
日
午
前
10
時
か
ら
電
話
で

富
士
通
エ
フ
・
オ
ー
・
エ
ム
㈱
☎

264
・
３
７
１
０　
問
I
C
T
推
進
課

☎
214
・
1
2
6
0

障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の

お
知
ら
せ

①
働
き
た
い
障
害
の
あ
る
方
向
け
説

明
会

◦
日
時‖

ア
５
月
８
日
㈬
イ
５
月
25

日
㈯
午
前
10
時
～
11
時
半　
◦
会
場

‖

ア
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
イ

太
白
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー　
◦
内

容‖

障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
等

の
支
援
機
関
の
紹
介
や
働
き
方
、
働

く
前
の
準
備
に
つ
い
て　
◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
15
歳
以
上
の
障

害
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
等
各
10
人

〔
先
着
〕

②
移
動
相
談

◦
日
時‖

５
月
25
日
㈯
午
後
１
時
～

３
時　
◦
会
場‖

太
白
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー　
◦
対
象‖

市
内
に
お
住

ま
い
の
15
歳
以
上
の
障
害
の
あ
る
方

や
そ
の
家
族
等

※
い
ず
れ
も
申
５
月
７
日
午
前
９
時

か
ら
電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル
（
申
込

時
の
必
要
事
項
と
①
は
参
加
希
望
日

も
記
入
）
で
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
772
・
5
5
1
７
、
E
メ
ー
ル

info@
sendai-w

sc.jp
起
業
・
創
業
な
ん
で
も
相
談

D
A
Y
（
デ
ー
）

◦
会
場‖

ア
エ
ル
７
階　
申
５
月
７

日
午
前
９
時
か
ら
電
話
ま
た
は
直
接

窓
口
へ
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://

w
w
w
.siip.city.sendai.jp/assi

sta/

か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　
申
・

問
仙
台
市
産
業
振
興
事
業
団
☎
724
・

１
２
１
２

日
時

内
容

定
員

5/29㈬、6/11㈫
13:00
～
14:00
起
業
に
関
す
る
ワ
ン

ポ
イ
ン
ト
講
座

各10人
〔先着〕

14:00
～
17:00
個
別
相
談

―各種納税通知書および税証明は「平成」表記となりま
すが、法律上の効果に影響はありません


